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船石川で発生した土石流災害
危機管理技術研究センター 砂防研究室 室長小山内 信智

（キーワード） 土石流、砂防堰堤、斜面崩壊、火砕流台地、阿多火砕流

１．災害概況と砂防堰堤の効果

鹿児島県南大隅町船石川において、2010年7

月4日から8日にかけて、火砕流台地の縁辺部斜

面の崩壊に起因する７波の土石流が連続して発

生した。今回の土石流は第4波を除いては、無降

雨時に発生するという、極めて珍しい発生状況

であった。第1波が発生する直前にも約70mmの降

雨があったが、6月に降り続いた累計約1,000mm

の降雨が今回の連続土石流発生に大きく影響し

たものと考えられる。

流出した土砂・流木の総量は約101,000m3であ

ったが、この崩壊地の下流渓流内には2基の砂防

堰堤が設置されており、合計約91,000m3の土砂

の流出を防止した。第3波までの流出土砂は砂防

堰堤によってほぼ完全に堰き止められ、その後

の4波の土石流により下流集落と国道269号に氾

濫被害が生じたものの、住民は避難することが

でき、人的被害は発生しなかった。

２．土石流発生のメカニズム

今回の崩壊は、2007年7月14日に発生した土石

流の崩壊源が拡大崩壊したものである。崩壊斜

面を見ると、台地上部には35ｍ程度の節理の発

達した溶結凝灰岩層があり、その下部には同じ

阿多火砕流堆積物の非溶結層がある。この二つ

の層の境界部に複数の湧水が見られ、その湧出

水が非溶結層を侵食していた。すなわち、6月に

降った降雨が溶結凝灰岩層の節理を通して浸透

し、相対的に浸透能が小さい非溶結層の上面に

貯留されることで、溶結凝灰岩層がキャップロ

ックとして貯水タンクの役割を果たし、脆弱な

脚部の侵食を助長するための湧水を長期間に亘

って供給していたものと考えられた。その結果、

脚部侵食の進行によってオーバーハング状にな

った上部溶結凝灰岩層が順次崩落し、飽和状態

の侵食土砂を巻き込んで、土石流として流下し

たものと考えられた。
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災害緊急調査報告（河川関係）
危機管理技術研究センター 水害研究室 主任研究官小林 肇

（キーワード） 豪雨災害、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）、水防法、災害時要援護者

１．調査の概要

平成22年10月20日、秋雨前線の影響により、

鹿児島県奄美大島では、1時間に130mmを超える

激しい雨が観測された。この豪雨により、斜面

崩壊・洪水氾濫が発生し、3名の人命が奪われる

とともに、同地域の社会経済活動に大きな影響

があった。

国土交通省は、鹿児島県から九州地方整備局

への要請を受け、被災状況の調査、早期本格復

旧に向けた復旧方針等の技術的な支援・助言の

た め、 10月 26日に緊 急災害対 策派遣 隊

（TEC-FORCE）高度技術指導班を派遣した。その

メンバーとして、河川関係2箇所と道路・砂防関

係7箇所の緊急調査に参加したが、河川関係2箇

所のうち住用川・冷川の調査結果を次の通り報

告する。

２．住用川水系住用川・冷川の調査結果

現況の住用川の河道は、30年に1回の降雨確率、

計画流量約500m3/sで30年前に改修されていた。

一方、10月20日に住用支所では、100年確率雨量

を大幅に超える、3時間で362mmという記録的な

雨量が観測された。

この調査では、左岸支川冷（ひや）川の住用

川合流点付近の堤防が、延長21m決壊していたこ
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水衝部にあたり、ここから流入した氾濫流が、

とを確認した。決壊箇所は、住用川本川左岸の

住用支所等があり奄美市住用町の中心集落であ

る西仲間集落と、下流の石原集落を襲ったと考

えられる。

住用川の冷川合流点から下流の柳橋までの左

岸堤防は高さ約2ｍで、洪水痕跡から約30cmの水

深で越流したと考えられるが、決壊はしておら

ず、小規模な洗掘のみが確認できた。女性２名

が死亡したグループホーム「わだつみ苑」は平

屋で、盛土構造ではなく、敷地は堤防から約2

ｍ低かった。

平成17年の水防法改正により、市町村は洪水

予報河川や水位情報周知河川の浸水想定区域内

の災害時要援護者利用施設の名称・所在地・洪

水予報伝達方法を地域防災計画に定めることと

なったが、住用川は洪水予報河川や水位情報周

知河川ではないため、浸水想定区域の指定や洪

水ハザードマップの整備はなされていなかった。

また、住用川の県管理区間に水位計は設置され

ていなかった。住用川の上流には九州電力の新

住用川ダムがあるが、このダムは、昭和34年竣

工のアーチ式コンクリートダムで、洪水に対す

る警報装置は設置されていないとのことだった。

写真-1 住用川・冷川の堤防決壊箇所 図-1 堤防決壊箇所と「わだつみ苑」
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